
あなたの家の瓦、緊結されていますか？

上限55.2万円
瓦屋根改修に係る費用の補助額

令和３年１２月３１日以前（旧建築基準）に
建築された住宅が補助金の対象となります。
診断・改修には補助制度がありますので、
瓦屋根の耐震・耐風化をぜひご検討ください。

～瓦屋根改修の流れ～

1.所有者が業者を選定してください。

2.町へ【補助金交付申請書】
を提出してください。

3.町が【補助金交付決定通知書】
を発行します。

4.瓦屋根診断、改修の着手
※必ず【交付決定通知書】を受領してから
着手してください。

※改修は、診断を受けてから申請ができ
ます。（診断報告書等の写しの提出が
必要）

5.診断、改修が終わったら【実績報告書】を
提出してください。

①瓦屋根診断
補助上限額２万１千円

②瓦屋根改修
補助上限額５５万２千円

※補助には要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。

お問い合わせ先 建設課 : ０８８９－２６－１１１３

※瓦屋根診断、改修には瓦屋根工事技士、かわらぶき技能士、瓦屋根診断技
士、建築士の資格が必要です。
越知町では、「小田瓦」「北添建築設計事務所」「有限会社大成システム」「西
森建築設計事務所」が上記いずれかの資格を有しています。
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